
議案第２５号 

 

 

   調布市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

令和 ５ 年 ２ 月２８日 

 

 

提出者 調布市長 長 友 貴 樹    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 所得割額算定の税率等を改めるとともに所要の改正を行うため，提案する

ものであります。 



 

調布市条例第   号  

 

 

   調布市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例  

 

 

 調布市国民健康保険税賦課徴収条例（昭和３３年調布市条例第７号）の一

部を次のように改正する。 

 

 

 第２条第２項ただし書中「６３万円」を「６５万円」に改め，同条第３項

ただし書中「１９万円」を「２０万円」に改める。 

 第３条第１項中「１００分の５．２５」を「１００分の５．５２」に改め

る。 

第４条中「２万７，６００円」を「２万９，０００円」に改める。 

 第４条の２中「１００分の１．８８」を「１００分の１．９８」に改める｡ 

 第４条の３中「９，８００円」を「１万３００円」に改める。 

 第５条中「１００分の１．６６」を「１００分の１．７５」に改める。 

 第６条中「１万１，４００円」を「１万２，０００円」に改める。 

 第１０条第１項各号列記以外の部分中「６３万円」を「６５万円」に，

「１９万円」を「２０万円」に改め，同項第１号ア中「１万９，３２０円」

を「２万３００円」に改め，同号イ中「６，８６０円」を「７，２１０円」

に改め，同号ウ中「７，９８０円」を「８，４００円」に改め，同項第２号

ア中「１万３，８００円」を「１万４，５００円」に改め，同号イ中 

「４，９００円」を「５，１５０円」に改め，同号ウ中「５，７００円」を

「６，０００円」に改め，同項第３号ア中「５，５２０円」を「５，８００

円」に改め，同号イ中「１，９６０円」を「２，０６０円」に改め，同号ウ

中「２，２８０円」を「２，４００円」に改め，同条第２項第 1 号ア中 

「４，１４０円」を「４，３５０円」に改め，同号イ中「６，９００円」を

「７，２５０円」に改め，同号ウ中「１万１，０４０円」を 



 

「１万１，６００円」に改め，同号エ中「１万３，８００円」を 

「１万４，５００円」に改め，同項第２号ア中「１，４７０円」を 

「１，５４５円」に改め，同号イ中「２，４５０円」を「２，５７５円」に

改め，同号ウ中「３，９２０円」を「４，１２０円」に改め，同号エ中 

「４，９００円」を「５，１５０円」に改める。 

 附則第４項中「同条中」を「同項中」に改める。 

  

  

   附 則  

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の調布市国民健康保険税賦課徴収条例の規定は，

令和５年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し，令和４年度分

までの国民健康保険税については，なお従前の例による。 

 


